
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進体制 
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１．計画の推進体制 

１－１．計画の推進体制 

本計画は介護保険事業の円滑な運営とともに、高齢者が住み慣れた地域で健康で安

心して暮らし続けられるよう、保健福祉分野以外の様々な取組の実施が必要とされて

います。 

そのため、市民や地域、関係団体、事業者等の様々な主体の協力が不可欠であり、

多様な主体がそれぞれの役割を発揮しながら、より地域に根ざした支援を展開してい

くとともに、庁内関係各課の連携により総合的なサービスの円滑な実施と事業の適切

な執行管理に努めます。 

 

 

１－２．地域における協働・連携 

本計画を推進するにあたっては、高齢者の家族、近隣住民、区長、民生委員児童委

員、福祉委員等や医療機関、民間事業者、ボランティア団体、ＮＰＯ法人※注、社会福

祉協議会等の多様な主体の支援が必要となることから、行政との協働・連携の強化に

努め、地域ぐるみで高齢者の支援に取り組む体制の整備を図ります。 

また、計画的かつ適切なサービス供給体制を確立するため、介護保険サービスにか

かる「介護保険事業者連絡協議会」や地域包括支援センターを中心とした地域ケア会

議等、保健・医療・福祉・介護等の関係機関のネットワークにより、サービス提供主

体との連絡調整体制の強化に努めます。 

 

 

１－３．庁内の連携 

本計画の円滑な推進に向けて、所管課である健康福祉部高齢介護課を中心として、

保健・医療・福祉の関係各課のほか、教育委員会、住宅、雇用対策等の高齢者施策に

携わる関係各課が、情報共有等の連携を強化しながら、総合的なサービス実施を図り

ます。 

 

 

１－４．大阪府及び他市町村との連携 

介護保険サービス及び保健福祉サービスの供給については、高齢者保健福祉圏域※

注における調整のもとに整備を図る必要があることから、大阪府や近隣の他市町村と

の連携に努めます。 
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２．計画の進行管理 

２－１．計画の進捗管理と評価 

本計画を円滑に推進していくため、計画の進捗状況等を総合的に取りまとめるとと

もに、新たな課題への対応、事業評価等を推進していくことが求められます。 

本計画では、本市における介護保険サービスの利用者・サービス供給量等の基礎的

なデータの整理、市民ニーズや介護サービス事業所の状況等の把握に努めるととも

に、市民や学識経験者、関係団体・機関等で構成される「藤井寺市保健福祉計画推進

協議会いきいき長寿部会」において定期的に本計画の進捗状況の点検等を行い、適正

な事業の運営と計画の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２．計画の実施状況の公表 

計画の進捗管理として定期的に実施する計画の進捗状況や達成状況、介護保険の運

営状況等の点検・評価について、定期的に公表し、本計画に対する市民の理解を深め

られるように努めるとともに、進捗に問題や課題がある点については、改善に向けた

対応策の検討につなげていきます。 

 

  

ＰＬＡＮ（計画） 
 

地域の実態把握、課題抽出 

具体的な施策・取組の設定 

ＤＯ（実行） 
 

計画に基づいて 

施策・取組を実施 

藤井寺市保健福祉計画推進協議会 
いきいき長寿部会 

事務局（高齢介護課） 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 
 

点検・評価の結果に基づいた 

改善策等の検討 

ＣＨＥＣＫ（評価） 
 

施策・取組の進捗状況や 

目標達成状況の点検・評価 
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３．計画の周知・啓発 

本計画の取組が、実質的に高齢者の生活を支えるものとなるよう、本市の広報紙や

ホームページ等の様々な媒体を用いて本計画の周知・啓発を行い、本計画の趣旨や内

容が市民に十分に理解されるよう努めるとともに、本計画に基づく各種施策やサービ

ス等に関して、分かりやすい情報提供を行っていきます。 

 

 

 

  


